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大阪市障がい者支援計画・障がい福祉計画策定に向けた取り組みの経過

平成２６年２月２６日

平成２６年３月２０日

平成２６年４月８日

平成２６年４月２２日

平成２６年５月１３日

平成２６年５月２７日

平成２６年６月１０日

平成２６年６月２４日

大阪市障がい者施策推進協議会計画策定・推進部会

・第３期大阪市障がい福祉計画の進捗状況について

・平成２５年度大阪市障がい者等基礎調査の状況について

・大阪市障がい者支援計画の中間見直し及び次期大阪市障がい

福祉計画の策定について

大阪市障がい者施策推進協議会

・第３期大阪市障がい福祉計画の進捗状況について

・平成２５年度大阪市障がい者等基礎調査の報告書について

・大阪市障がい者支援計画の中間見直し及び次期大阪市障がい

福祉計画の策定について

第１回ワーキング

・基本的枠組みの検討

・第１部 総論

第２回ワーキング

・第２部 各論 第１章 共に支えあって暮らすために

第３回ワーキング

・第２部 各論 第３章 地域で学び働くために

・第２部 各論 第５章 地域で安心して暮らすために

第４回ワーキング

・第２部 各論 第４章 住みよい環境づくりのために

第５回ワーキング

・第２部 各論 第２章 地域での暮らしを支えるために

第６回ワーキング

・第１部 総論

・第２部 各論 第１章 共に支えあって暮らすために

・第２部 各論 第３章 地域で学び働くために

・第２部 各論 第４章 住みよい環境づくりのために

・第２部 各論 第５章 地域で安心して暮らすために
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平成２６年７月８日

平成２６年７月２２日

平成２６年８月８日

平成２６年８月１２日

平成２６年８月２６日

平成２６年９月２５日

第７回ワーキング

・第２部 各論 第２章の２ 地域生活への移行

・第３部 第４期大阪市障がい福祉計画

第８回ワーキング

・第３部 第４期大阪市障がい福祉計画

大阪市障がい者施策推進協議会計画策定・推進部会

・「大阪市障がい者支援計画の中間見直し及び次期大阪市障が

い福祉計画の策定」における検討状況について

第９回ワーキング

・第１部 総論

・第２部 各論 第１章 共に支えあって暮らすために

・第２部 各論 第２章 地域での暮らしを支えるために

・第２部 各論 第２章の２ 地域生活への移行

・第２部 各論 第３章 地域で学び働くために

・第２部 各論 第４章 住みよい環境づくりのために

・第２部 各論 第５章 地域で安心して暮らすために

・第３部 第４期大阪市障がい福祉計画

・第４部 資料編

第１０回ワーキング

・第１部 総論

・第２部 各論 第１章 共に支えあって暮らすために

・第２部 各論 第２章 地域での暮らしを支えるために

・第２部 各論 第２章の２ 地域生活への移行

・第２部 各論 第３章 地域で学び働くために

・第２部 各論 第４章 住みよい環境づくりのために

・第２部 各論 第５章 地域で安心して暮らすために

・第３部 第４期大阪市障がい福祉計画

・第４部 資料編

大阪市障がい者施策推進協議会計画策定・推進部会

・「大阪市障がい者支援計画の中間見直し及び次期大阪市障が

い福祉計画の策定」（素案）について



130

平成２６年１０月２７日

平成２７年１月 日

平成２７年２月 日

大阪市障がい者施策推進協議会

・「大阪市障がい者支援計画の中間見直し及び次期大阪市障が

い福祉計画の策定」（素案）について

大阪市障害者施策推進協議会計画策定・推進部会

・「大阪市障がい者支援計画の中間見直し及び次期大阪市障がい

福祉計画の策定」（素案）について

・「大阪市障がい者支援計画の中間見直し及び次期大阪市障がい

福祉計画の策定」（素案）への意見公募結果について

大阪市障害者施策推進協議会

・「大阪市障がい者支援計画の中間見直し及び次期大阪市障がい

福祉計画の策定」（素案）について

・「大阪市障がい者支援計画の中間見直し及び次期大阪市障がい

福祉計画の策定」（素案）への意見公募結果について

「大阪市障がい者支援計画の中間見直し及び第４期大阪市障がい

福祉計画」策定



(敬称略：五十音順)

氏 名 補 職 名 備 考

宇多 民夫 弁護士

栄 セツコ 桃山学院大学社会学部教授

佐藤 忠男 一般社団法人 大阪市肢体障害者協会会長

里見 恵子 大阪府立大学人間社会学部准教授

壺阪 敏幸 社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会専務理事

西滝 憲彦 大阪市聴言障害者協会会長

藤森 次勝 一般社団法人 大阪府医師会理事

松端 克文 桃山学院大学社会学部教授 会長

的場 操央 特別養護老人ホーム花嵐勤務

三田 優子 大阪府立大学地域保健学域准教授

山野 一美 一般社団法人 大阪市視覚障害者福祉協会会長

山本 深雪 大阪精神障害者連絡会代表

大阪市障がい者施策推進協議会委員名簿

（計１２名）
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氏 名 補 職 名

市原 聡 一般社団法人 大阪府歯科医師会常務理事

乾 伊津子 大阪市職業リハビリテーションセンター所長

井上 泰司 障害者(児)を守る全大阪連絡協議会常任幹事

岩崎 富巳子 日本労働組合総連合会大阪府連合会政策・男女平等・教育グループ部長

倉町 公之 公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会会長

小泉 いと子 社会福祉法人 大阪市手をつなぐ育成会理事長

髙橋 喜義 特定非営利活動法人 大阪難病連理事長

辻 一 一般社団法人 大阪脊髄損傷者協会会長

坪井 英里 大阪精神障害者連絡会事務局長代行

平山 栄一 公益社団法人 大阪精神科診療所協会理事

廣田 しづえ 大阪市聴言障害者協会理事

福田 啓子 大阪自閉症協会副会長

藤森 次勝 一般社団法人 大阪府医師会理事

古田 朋也 障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議議長

溝上 久美子 大阪ＬＤ親の会「おたふく会」副代表

三田 優子 大阪府立大学地域保健学域准教授

山内 泰典 大阪市障害児・者施設連絡協議会事業担当役員

山中 成郎 社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会理事兼福祉総括室長

山梨 徳治 一般社団法人 大阪市肢体障害者協会副会長

山野 一美 一般社団法人 大阪市視覚障害者福祉協会会長

備考

（計２０名）

大阪市障がい者施策推進協議会

障がい者計画策定・推進部会委員名簿

（敬称略：五十音順）
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（敬称略：五十音順）

氏 名 現 職 名 備 考

芦田 邦子 ＮＰＯ法人精神障害者支援の会ヒット事務局長

石田 晋司 四天王寺大学人文社会学部准教授

乾 伊津子 大阪市職業リハビリテーションセンター所長

井上 芳子 大阪市発達障がい者支援センターエルムおおさか所長

加藤 啓一郎 大阪市障害児・者施設連絡協議会役員

川嶋 雅恵 自立生活センターナビ

北野 誠一 特定非営利活動法人おおさか地域生活支援ネットワーク理事長

酒井 大介 かしま障害者センター館長

栄 セツコ 桃山学院大学社会学部教授

潮谷 光人 奈良佐保短期大学地域こども学科准教授

慎 英弘 四天王寺大学大学院教授

堤 俊仁 公益社団法人大阪精神科診療所協会会長

鳥屋 利治 特定非営利活動法人あるる代表理事

橋本 雅行 ヒューマンライツ福祉協会障害者支援部長

藤森 次勝 一般社団法人大阪府医師会理事

三田 優子 大阪府立大学地域保健学域准教授

（計１６名）

大阪市障がい者施策推進協議会

地域自立支援協議部会 委員名簿
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氏 名 補 職 名

以倉 康充 大阪市こころの健康センター所長

井上 芳子 大阪市発達障がい者支援センター所長

岩崎 隆彦 大阪市障がい児・者施設連絡協議会（姫島子ども園園長）

里見 恵子 大阪府立大学地域保健学域准教授

田中 勝治 西宮すなご医療福祉センター院長

福田 啓子 大阪自閉症協会副会長

前野 哲哉 大阪市障がい者就業・生活支援センター所長

溝上 久美子 大阪ＬＤ親の会「おたふく会」副代表

大阪市障がい者施策推進協議会

発達障がい者支援部会委員名簿

（敬称略：五十音順）

備考

（計８名）
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昭和47年4月1日

条例第15号

大阪市障害者施策推進協議会条例

(目的)

第1条 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第36条第1項の合議制の機関として、本市

に大阪市障害者施策推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する

事業に従事する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第5条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、協議会又は次条第1項の部

会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者

のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものと

する。

(部会)

第6条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
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(関係者の出席)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くこ

とができる。

(部会の運営)

第9条 前2条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規

定中「協議会」とあるのは「部会」と、第7条第1項中「会長」とあるのは「部会長」と、

同条第2項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。

(施行の細目)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

附 則(昭和47年10月2日施行、告示第565号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

附 則(平成6年4月1日条例第3号、平成6年6月1日施行、告示第476号)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

2 この条例の施行の日の前日において大阪市心身障害者対策協議会の委員である者の

任期は、この条例による改正前の大阪市心身障害者対策協議会条例第3条第2項の規定に

かかわらず、その日に満了する。

附 則(平成16年10月1日条例第51号、第2条の規定、平成17年4月18日施行、告示第383

号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定の施行期日は、市長が定め

る。

附 則(平成23年5月30日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に委員である者については、この条例による改正後の大阪市障

害者施策推進協議会条例第3条第1項に規定する委員の任期により委嘱され、又は任命さ

れたものとみなす。

附 則（平成24年8月10日条例第76号）

1 この条例は、交付の日から施行する。

2 この条例の施行の際限に設置されている大阪市障害者施策推進協議会は、この条例に

よる改正後の大阪市障害者施策推進協議会条例第 1 条に規定する大阪市障害者施策推

進協議会とみなす。
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◇ 用 語 の 説 明 ◇

ア セ ス メ ン ト

障 が い 者 本 人 や 家 族 の 主 訴 を 聞 き な が ら 、 希 望 す る 生 活 を 実 現 す

る た め に 本 当 に 必 要 な も の は 何 な の か を 明 ら か に し て い く プ ロ セ ス

Ｉ Ｃ Ｔ

I n f o r m a t i o n a n d C o m m u n i c a t i o n T e c h n o l o g y の 略 。 コ ン ピ ュ ー タ や

イ ン タ ー ネ ッ ト な ど の 情 報 通 信 技 術 。

ア ク セ シ ビ リ テ ィ ー 機 器

障 が い に よ っ て 機 器 操 作 が で き な い 場 合 に 、 そ の 機 器 を 改 良 し て 利

便 性 や 操 作 性 を 高 め た り 、 本 人 を 支 援 し て 機 器 を 利 用 し や す い よ う に 工

夫 し た 機 器 。

一 次 救 急 医 療 体 制

休 日 ・ 夜 間 に 、 外 来 診 療 で 対 応 可 能 な 精 神 疾 患 を も つ 患 者 の た め の

救 急 診 療 体 制 。

市 内 の 当 番 診 療 所 で の 輪 番 制 で 実 施 し て い た が 、 平 成 20 年 7 月 か ら

「 大 阪 市 こ こ ろ の 健 康 セ ン タ ー 」 で 実 施 し て お り 、 診 療 所 の 固 定 化 を 図

っ た 。

イ ン ク ル ー シ ブ な 社 会

イ ン ク ル ー シ ブ は 「 含 ん だ 、 い っ さ い を 入 れ た 、 包 括 的 な 」 の 意 。

イ ン ク ル ー シ ブ な 社 会 と は 、 障 が い の 有 無 に 関 わ ら ず 、 全 て の 人 が 分 け

隔 て ら れ る こ と な く 、 あ り の ま ま 受 け 入 れ ら れ る 共 生 社 会 。

イ ン ク ル ー シ ブ ・ エ デ ュ ケ ー シ ョ ン

障 が い の 有 無 に か か わ ら ず 、 す べ て の 子 ど も が 共 に 学 ぶ 教 育 。 こ の 教



138

育 の 推 進 に あ た っ て は 、 一 人 ひ と り の 児 童 ・ 生 徒 が 、 そ れ ぞ れ の ニ ー ズ

に 応 じ て 適 切 な 指 導 を 受 け ら れ る よ う に す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ て い

る 。

院 内 寛 解 ・ 寛 解

日 本 精 神 病 院 協 会 調 査 の 在 院 患 者 分 類 基 準 。

院 内 寛 解

① 院 内 の 保 護 的 環 境 に お い て は 、 日 常 生 活 に は 問 題 は な い が 、 一 般

社 会 に お い て は 不 適 応 、 症 状 増 悪 、 再 燃 を 起 こ し 易 い も の 。

② 社 会 技 能 訓 練 等 の 包 括 的 な リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ・ プ ロ グ ラ ム に よ

り 、 或 る 程 度 の 自 立 性 が 期 待 で き る も の 。

寛 解

① 寛 解 状 態 に あ る が 、 家 族 の 受 け 入 れ 困 難 や 生 活 の 場 の 確 保 が 困 難

な ど の 社 会 的 要 因 に よ り 退 院 で き な い で い る も の 。

② 最 小 限 の 服 薬 は 続 け て い る が 、 社 会 生 活 上 の 支 障 は 認 め ら れ ず 、

自 立 し て 生 活 で き る と 予 測 さ れ る も の 。

エ ン パ ワ メ ン ト

個 人 が 潜 在 的 に も っ て い る 力 を 発 揮 し 、 社 会 環 境 に 働 き か け る な ど

し て 自 ら の 進 路 選 択 や 自 己 主 張 を 行 う 自 己 肯 定 的 で 主 体 的 な 行 為 。

矯 正 施 設

刑 務 所 、 少 年 刑 務 所 、 拘 置 所 、 少 年 院 の こ と 。「 障 害 者 総 合 支 援 法 」

に 基 づ く 地 域 移 行 支 援 の 対 象 と な る 。

強 度 行 動 障 が い

知 的 障 が い の あ る 人 で 、 強 い こ だ わ り や 、 著 し い 多 動 、 自 傷 な ど 生 活

環 境 に 対 す る 不 適 応 行 動 を 示 し 、 日 常 生 活 に 困 難 が 生 じ て い る 状 態 。 本

人 の 素 質 と 人 間 関 係 の あ り 方 な ど 環 境 と の 関 係 に お い て も た ら さ れ た 状

態 で あ る 。
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ク リ テ ィ カ ル ・ パ ス （ 診 療 計 画 表 ）

医 療 ケ ア の 効 率 化 と 質 の 維 持 、 医 療 費 削 減 を も た ら す 医 療 管 理 手 法

で 、 医 療 、 福 祉 等 の 関 係 者 が 連 携 す る 際 に 、 入 院 指 導 、 患 者 へ の オ リ エ

ン テ ー シ ョ ン 、 ケ ア 処 置 、 検 査 項 目 、 退 院 指 導 な ど を 時 間 軸 の 横 軸 、 ケ

ア 介 入 を 縦 軸 と し て ス ケ ジ ュ ー ル 表 の よ う に ま と め 、 効 率 的 に 患 者 の ケ

ア を 行 う た め の ワ ー ク フ ロ ー シ ー ト 。

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト

生 活 ニ ー ズ に 基 づ い た ケ ア 計 画 に そ っ て 、 さ ま ざ ま な サ ー ビ ス を 一 体

的 ・ 総 合 的 に 提 供 す る 支 援 方 法 。 利 用 者 の 意 向 を 尊 重 し 、 地 域 生 活 を 支

援 す る こ と に 重 点 を お い て い る 。

高 次 脳 機 能 障 が い

交 通 事 故 等 に よ る 外 傷 性 脳 損 傷 、 脳 血 管 障 が い 等 に よ り 、 そ の 後 遺 症

等 と し て 生 じ た 記 憶 障 が い 、 注 意 障 が い 、 社 会 的 行 動 障 が い な ど の 認 知

障 が い 等 を 指 し 、 一 見 し て そ の 症 状 を 障 が い に 由 来 す る も の と 認 識 さ れ

な い こ と も あ る な ど 、 十 分 な 理 解 が 得 ら れ ず に 適 切 な 対 応 が さ れ な い こ

と も 多 か っ た た め 、 国 は 、 モ デ ル 事 業 に よ り 標 準 的 な 診 断 基 準 や 訓 練 プ

ロ グ ラ ム 等 を 作 成 す る と と も に 、 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク づ く り な ど を 行 っ た 。

平 成 18 年 1 0 月 か ら は 、 大 阪 府 な ど に 高 次 脳 機 能 障 が い 支 援 拠 点 機 関 を

置 く と と も に 、 療 育 手 帳 や 身 体 障 が い 者 手 帳 の 対 象 に は な ら な く て も 、

障 害 者 総 合 自 立 支 援 法 に よ る 障 が い 福 祉 サ ー ビ ス の 支 給 決 定 が 受 け ら れ

る よ う に な っ て い る 。

交 通 バ リ ア フ リ ー 法

平 成 12 年 に 成 立 し た 「 高 齢 者 、 身 体 障 が い 者 等 の 公 共 交 通 機 関 を 利

用 し た 移 動 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 」 の 略 称 。 公 共 交 通 機 関 の 旅 客

施 設 及 び 車 両 等 の バ リ ア フ リ ー 化 を 推 進 す る こ と 及 び 旅 客 施 設 を 中 心 と

し た 一 定 の 地 区 に お い て 、 市 町 村 が 作 成 す る 基 本 構 想 に 基 づ き 、 移 動 の

円 滑 化 を 重 点 的 か つ 一 体 的 に 推 進 す る こ と を 内 容 と す る 。
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小 児 慢 性 特 定 疾 病 疾 患

児 童 又 は 児 童 以 外 の 満 20 歳 に 満 た な い 者 が 当 該 疾 病 に か か っ て い る

こ と に よ り 、 長 期 に わ た り 療 養 を 必 要 と し 、 及 び そ の 生 命 に 危 険 が 及 ぶ

お そ れ が あ る も の で あ っ て 、 療 養 の た め に 多 額 の 費 用 を 要 す る も の と し

て 厚 生 労 働 大 臣 が 社 会 保 障 審 議 会 の 意 見 を 聴 い て 定 め る 疾 病 。 小 児 の 慢

性 疾 患 の う ち 、 治 療 が 長 期 間 に わ た り 、 医 療 費 の 負 担 も 高 額 と な り 、 放

置 す る こ と が 児 童 の 健 全 な 育 成 を 阻 害 す る こ と と な る た め 、 治 療 研 究 事

業 と し て 医 療 費 の 公 費 負 担 の あ る 特 定 の 疾 患 。

ジ ョ ブ コ ー チ

障 が い の あ る 人 の 企 業 実 習 に 付 き 添 っ て 、 職 場 環 境 を 調 整 し な が ら 、

仕 事 の 手 順 や 通 勤 な ど を 実 地 に 指 導 す る 援 助 者 。

身 体 合 併 症

精 神 疾 患 に 加 え て 、 内 科 ・ 外 科 等 の 治 療 を 必 要 と す る 疾 患 を 有 す る 状

態 。

精 神 科 救 急 医 療 体 制

休 日 ・ 夜 間 に お い て 緊 急 な 精 神 科 医 療 を 提 供 す る 診 療 体 制 。

成 年 後 見 制 度

知 的 障 が い 、 精 神 障 が い 等 で 判 断 能 力 が 不 十 分 な 人 に 対 し 、 法 的 に 権

限 を 与 え ら れ た 後 見 人 等 が 、 本 人 の 意 思 を 尊 重 し な が ら 、 生 活 状 況 や 身

体 状 況 等 も 考 慮 し 、 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 契 約 や 適 切 な 財 産 管 理 等 を 行 う

こ と で そ の 人 の 生 活 を 支 援 す る 制 度 。

セ ル フ ・ ア ド ボ カ シ ー

ア ド ボ カ シ ー と は 障 が い の あ る 人 な ど の 権 利 擁 護 や ニ ー ズ 表 明 を 支 援

し 代 弁 す る こ と 。 セ ル フ ・ ア ド ボ カ シ ー と は 障 が い の あ る 人 本 人 が 自 ら

の 権 利 や ニ ー ズ を 表 明 す る こ と 。
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特 定 疾 患

原 因 不 明 、 治 療 方 法 が 未 確 立 で あ り 、 か つ 後 遺 症 を 残 す 恐 れ が 少 な く

な い 疾 患 と し て 、 厚 生 労 働 大 臣 が 決 定 し て お り 、 現 在 、 克 服 研 究 対 象 と

し て 130 の 疾 患 が あ り 、 う ち 56 の 疾 患 に つ い て 治 療 研 究 対 象 と し て 医

療 費 の 公 費 負 担 が あ る (平 成 23 年 4 月 1 日 現 在 )。

特 別 支 援 学 校

障 が い の 重 複 が 進 む 中 、 こ れ ま で の 盲 ・ ろ う ・ 養 護 学 校 か ら 複 数 の 障

が い に 対 応 し た 教 育 が 行 え る よ う に し た 学 校 制 度 。 学 校 教 育 法 の 改 正 に

よ り 、 平 成 19 年 4 月 か ら 実 施 さ れ た が 、 こ れ ま で の よ う に 特 定 の 障 が

い に 対 応 し た 学 校 を 設 け る こ と も 可 能 で あ り 、 具 体 的 に い か な る 障 が い

に 対 応 し た 学 校 に す る か に つ い て は 、 学 校 設 置 者 が 判 断 す る こ と に な る 。

特 別 支 援 教 育

障 が い の あ る 幼 児 及 び 児 童 ・ 生 徒 の 自 立 や 社 会 参 加 に 向 け た 主 体 的 な

取 り 組 み を 支 援 す る と い う 視 点 に 立 ち 、 幼 児 及 び 児 童 ・ 生 徒 一 人 ひ と り

の 教 育 的 ニ ー ズ を 把 握 し 、 そ の 持 て る 力 を 高 め 、 生 活 や 学 習 上 の 困 難 を

改 善 ま た は 克 服 す る た め に 行 う 教 育 的 な 指 導 及 び 支 援 。 教 育 的 支 援 の 対

象 と し て き た 障 が い 種 別 に 加 え 、 新 た に Ｌ Ｄ （ 学 習 障 が い ）、 Ａ Ｄ Ｈ Ｄ

（ 注 意 欠 陥 多 動 性 障 が い ）、 高 機 能 自 閉 症 等 が 加 え ら れ た 。

二 次 救 急 医 療 体 制

休 日 ・ 夜 間 に 、 精 神 疾 患 に よ る 入 院 治 療 が 必 要 な 患 者 の た め の 救 急 診

療 体 制 。

（ 大 阪 府 ・ 堺 市 と の 共 同 実 施 事 業 ）

ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン

障 が い の あ る 人 が 住 み 慣 れ た 地 域 で 障 が い の な い 人 と 同 じ よ う に 生 活

し 活 動 で き る 社 会 を 当 た り 前 (ノ ー マ ル )の 社 会 と す る 理 念 。

ピ ア カ ウ ン セ リ ン グ
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自 立 生 活 な ど の 経 験 を 有 し カ ウ ン セ リ ン グ 技 術 を 身 に 付 け た 障 が い の

あ る 人 が 自 ら の 体 験 に 基 づ い て 、 同 じ 仲 間 (ピ ア )で あ る 他 の 障 が い の あ

る 人 の 相 談 に 応 じ 、 問 題 の 解 決 能 力 を 身 に つ け る よ う 援 助 す る 活 動 。

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

障 が い の あ る 人 の 全 人 的 復 権 を め ざ す 理 念 で あ り 、 そ れ を 実 現 す る 医

学 、 職 業 、 教 育 、 社 会 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン と い っ た 専 門 的 な 解 決 方 法 を

い う 。 そ れ ぞ れ が 個 別 に 機 能 す る の で は な く 、 人 の 「 暮 ら し 」 を 見 据 え

た 総 合 的 な リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 推 進 が 重 要 。
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第３期障がい福祉計画の進捗状況

数値目標

事項 単位 平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 26 年度目標

入所施設からの地域移行 人 累計６０８ 累計６７４ 累計７９８

施 設 入 所 者 数 人 １，４７２ １，４３５ １，４５１

入院後１年未満で退院する人の割合 ％ ７５ ７５ ７６

入院期間５年以上で６５歳以上の退院者数 人 累計１５６ 累計１７６ 累計１５０

社 会 的 入 院 者 数 人 ７２７ ７０６ ８５２

地域生活移行支援事業による地域移行数 人 累計１５ 累計２９ 累計６０

福祉施設からの一般就労への移行 人 ４２０ ４７７ ３４０

障害福祉サービス等の見込量と進捗状況

サービスの種類 単位
平 成 2 4 年 度 平 成 2 5 年 度 平成 26 年度

計 画計 画 実 績 計 画 実 績

訪問系サービス

居宅介護 時間/月 169,697 159,577 189,551 175,374 211,728

同行援護 時間/月 21,428 20,924 28,569 29,776 30,768

重度訪問介護 時間/月 229,722 216,449 250,856 224,088 273,934

行動援護 時間/月 4,589 3,502 5,011 4,148 5,472

短期入所 日/月 4,489 4,408 4,744 4,968 5,013

日中活動系サービス

生活介護 人/月 4,971 5,289 5,018 5,479 5,065

自立訓練(機能訓練) 人/月 90 65 90 79 90

自立訓練(生活訓練) 人/月 171 230 171 274 171

就労移行支援 人/月 462 459 516 518 569

就労継続支援Ａ型 人/月 82 138 92 349 102

就労継続支援Ｂ型 人/月 2,676 2,633 2,814 2,911 2,952

療養介護 人/月 18 16 18 16 18

居住系サービス

共同生活介護/共同生活援助 人/月 1,829 1,604 1,994 1,721 2,174

施設入所支援 人/月 1,517 1,472 1,499 1,435 1,481

サービス利用計画作成費

計画相談支援 人/月 2,877 766 3,769 1,412 4,660

地域移行支援 人/月 106 25 106 19 106

地域定着支援 人/月 342 51 342 126 342
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地域生活支援事業の見込量と進捗状況

サービスの種類 単位
平 成 2 4 年 度 平 成 2 5 年 度 平成 26 年度

計 画計 画 実 績 計 画 実 績

相談支援事業

相談支援事業 箇所 25 25 25 25 25

住宅入居等支援事業 箇所 24 24 24 24 24

成年後見制度利用支援事業 箇所 24 24 24 24 24

地域自立支援協議会 箇所 25 25 25 25 25

発達障害者支援センター運営事業 箇所

実利用者

1

1,610

1

1,135

1

1,610

1

1,107

1

1,610

障がい児等療育支援事業 箇所 14 14 14 11 14

コミュニケーション支援事業 実利用者

延べ派遣

407

1,612

306

2,332

407

1,612

324

2,475

407

1,612

日常生活用具給付等事業 件/年 60,087 58,792 62,990 59,972 66,038

移動支援事業 時間/月 118,228 115,897 121,840 118,007 131,221

地域活動支援センター

活動支援型 箇所 94 68 94 62 94

生活支援型 箇所 9 9 9 9 9

訪問入浴サービス事業 件/年 16,054 16,533 17,120 16,379 18,256

日中一時支援事業 人/月 1,902 1,368 1,902 893 1,902

奉仕員養成研修事業

手話通訳奉仕員 人/年 1,080 792 1,080 699 1,080

要約筆記奉仕員 人/年 40 47 40 96 40


